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２０１４年９月１７日 
国・地方公共団体・福祉等の分野における 

法曹有資格者の活動領域の拡大に関する分科会（第 5 回） 
 

 
国・地方公共団体・福祉等の分野における法曹有資格者の活動領域の拡大に

関する分科会における今後の議論の進め方、後継体制などについて 
 

中央大学・大貫裕之 
 
この分科会は、来年春に取りまとめのめどをつけるというスケジュールで、

今回も含めて残り４回ほどの会議を行うという前提で、現時点で下記の提案を

し、更に問題点の指摘をする。 
 
（Ⅰ） 活動領域拡大のプロジェクトの進行管理（見える化）  → 情報発信 

可能な限り具体的な目標を書き入れる。 

時間との関わりでの諸方策の重要度のランク付けをする。 

 

（Ⅱ） 来年春の報告書完成に向けた議論の整理の開始  

 
（Ⅲ） 浮かび上がる重要課題への対応 その１ 財源 

  すべての児童相談所に弁護士を配置するとして、その財源はどうする。す

べての基礎自治体に弁護士を配置するとしてその財源は。 
  財源的手当をどうするか関係者で智慧をしぼる必要性。 
 
（Ⅳ） 浮かび上がる重要課題への対応 その２ 供給 
 法曹有資格者へのニーズは広く認知されている。それではそのニーズに対応

するための供給の質・量等は充分か。 
 二つの問題 ①法曹有資格者の専門的資質の涵養 ②ニーズと供給のマッチ

ング 
 
（Ⅴ） 浮かび上がる重要課題への対応 その３ 連携 

 この分科会を通じて関係機関の連携は進んだ。充分か？ 
 さまざまな専門職団体との連携（精神保健福祉会・臨床心理士会など）。総務

省、厚生労働省など関係省庁、自治体全国組織との連携 → 泉委員の意見書 
 連携の二つの意味 ①連携による活動領域拡大施策の推進 ②連携による法
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曹の活動領域の拡大 
 
（Ⅵ） 来年７月以降の活動領域拡大推進体制の構築 

法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会の設置期限は来年７月

である。本分科会の設置期限もそれに従うであろう。 
現在の推進体制そのものを継続するとこはできないにしても、これに代わる

体制を是非とも立ち上げるべきである。 
 
                                以上 
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２０１４年度中央大学法科大学院科目等履修生募集要項 
 

１．出願から履修までのプロセス 

  
 
２．出願資格  

２０１４年９月２１日時点で、法曹資格を有する方、または過去に有した方 

 

※ 身体の機能に障がいがあり、修学において特別な配慮を必要とする方は、出願前（審査料を金融機

関等から振り込む前）かつ２０１４年７月２１日（月）までに法科大学院事務課に問い合わせてくだ

さい。 

注）法曹資格とは、判事、判事補、検事または弁護士を指します。また、現在は法曹資格を有していな

いが過去に法曹資格を有した方も出願できます。 

 

３．審査方法  

審査方法は書類審査とし、必要に応じて面接を行います。 

面接を要する場合は、個別に連絡します。面接を要しない場合は、連絡しません。 

  

４．出願期間  

２０１４年７月２８日（月）～８月４日（月） 

※ 出願書類の受付は郵送（簡易書留）のみとします。  

※ 出願期間最終日の消印有効です。 

 

５．審査料 

１１，０００円 

※ 所定の用紙を用いて、国内金融機関（ゆうちょ銀行を除く）の送金窓口から振り込んでください。 

※ インターネットバンキング、ＡＴＭ（自動預払機）、郵便為替またはテレフォンバンキング等の利

用はできません。 

※ 振込期間は、２０１４年７月２８日（月）～８月４日（月）です。 

※ 金融機関の収納印が押印された納付済票を願書の裏面に貼付してください（領収証と間違えないよ

う気を付けてください）。 

※ 一度納入された審査料は出願書類の提出・未提出にかかわらず返金できません。 

 

 

科目登録 2014年9月26日（金）～10月2日（木）

科目等履修費納入期限 2014年9月25日（木）

審査結果発表 出願者全員に郵送で通知いたします

出願期間 2014年7月28日（月）～8月4日（月）
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６．出願方法  

下記の書類を角形２号封筒にいれて、中央大学法科大学院事務課宛て「簡易書留郵便」で郵送してくだ

さい。 

なお、封筒に「法科大学院科目等履修生願書在中」と朱書きしてください。 

（１）願書（本研究科所定用紙、裏面に審査料納入済票貼付） 

（２）履歴書（本研究科所定用紙、２０１４年９月２１日（日）現在で記入してください） 

（３）写真（出願前３か月以内に撮影したものを履歴書の所定欄に貼付。上半身、脱帽、正面、縦４cm

×横３cm） 

（４）法曹資格等を証明する書類 

※ 一度受理した出願書類はいかなる理由があっても返却しません。 

 

７．審査結果発表 

審査結果は、出願者全員に郵送で通知いたします。電話等による照会には応じません。 

 

８．履修可能科目および単位数 

別紙｢２０１４年度後期 中央大学法科大学院科目等履修生 履修可能科目および単位数｣を参照して

ください。なお、履修が可能な単位数は半期で６単位を上限とします。 

科目等履修生は、正規の法科大学院生と同様に、授業に参加し、学期末試験を受ける等により、単位を

修得することができます。 

 

９．履修期間 

後期：２０１４年９月２６日（金）～２０１５年１月２４日（土） 

※ 学期末試験および補講等に関しては、上記期間以外に設定されることがあります。 

※ 来期以降も履修することは可能です。来期も継続して履修する場合、審査料および登録手続料は不

要となります。 

 

１０．科目等履修費 

※ 一度納入された科目等履修費（登録手続料・科目履修料）は一切返金できません。 

 

１１．科目等履修費納入期限 

 ２０１４年９月２５日（木） 

 

１２．「一般財団法人新日本法規財団法曹継続教育奨励支援金（仮称）」について 

一般財団法人新日本法規財団の協力を得て、｢コース科目修了認定証（仮称）対象科目一覧（予定）｣に

記載のある科目を履修する科目等履修生に対し、出願書類の内容等を元に選考を行い、支払った審査料、

登録手続料および科目履修料の範囲内で支援金を支給する予定です。支給対象者については、科目修了認

定制度の導入のために必要な調査（アンケート、インタビュー、座談会等）に協力していただく予定です。 

詳細については、審査結果発表時に科目等履修を許可された方に案内いたします。 

 

 

 

登録手続料 １０，０００円 

科目履修料 

１ 単 位： ２９，０００円 

（１単位科目： ２９，０００円） 

（２単位科目： ５８，０００円） 
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１３．その他 

（１）科目等履修を許可された方には、科目等履修生証を交付します。その他、特定分野の一定数の科

目を履修した方については、コース科目修了認定証（仮称）の交付を予定しています。※ 

（２）単位を取得した方には、請求により当該科目の単位修得・成績証明書（有料）を交付します。 

（３）科目等履修生は、ローライブラリーの利用ができます。 

（４）科目等履修生は、通学定期券の購入、学生旅客運賃割引証および本学の e-mail アドレスの取得

はできません。 

（５）一度納入された審査料および科目等履修費（登録手続料・科目履修料）は返金できません。 

※ 別紙｢コース科目修了認定証（仮称）対象科目一覧（予定）｣を参照してください。 

 

１４．お問い合わせ先 

 中央大学法科大学院事務課 

 〒１６２－８４７３ 東京都新宿区市谷本村町４２－８ 

 電話：０３－５３６８－３５１２ 

http://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/law/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

個人情報の取扱いについて 

 中央大学では、出願の際に提出される書類に記載されている、氏名、性別、生年月日、住所、

その他の個人情報については、「中央大学個人情報保護規程」および「中央大学個人情報保護方

針」に基づき細心の注意を払って取扱い、①科目等履修生選考、②審査結果発表、③履修手続、

④各種統計処理を行うために利用します。 

 また、上記利用目的のために、個人情報の一部の取扱いを、個人情報の取扱いに関する契約を

締結したうえで外部業者に委託することがあります。 

なお、公的機関等が法曹養成制度や科目等履修生制度等の改善を目的として実施する調査・研

究活動に協力するため、個人が特定できない統計用データを実施機関に提供することがありま

す。 
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木

22 2

木

2

金
井
　
貴
嗣

2
火

2

金火火 水

佐
藤
　
鉄
男

水 木水

展
開
・
先
端
科
目
群

展
開
・
先
端
科
目
群

展
開
・
先
端
科
目
群

総
合

展
開
・
先
端
科
目
群

石
野
　
耕
也

原
島
　
良
成

森
信
　
茂
樹

阿
部
　
信
一
郎

経
済
法
Ⅰ
（
基
礎
）

労
働
法
Ⅰ
（
基
礎
）

石
野
　
耕
也

太
田
　
秀
夫

小
林
　
明
彦

平
林
　
英
勝

山
田
　
省
三

長
谷
川
　
聡

岩
本
　
充
史

森
井
　
利
和

酒
井
　
克
彦

森
信
　
茂
樹

阿
部
　
道
明

2

経
済
法
Ⅲ
（
独
占
禁
止
手
続
法
）

労
働
法
Ⅱ
（
応
用
）

倒
産
処
理
法
Ⅰ

倒
産
処
理
法
Ⅱ

４
群
特
講
Ⅱ
＠
不
公
正
な
取
引
方
法
の
事
例
研
究

2 2

環
境
法
Ⅱ
（
各
論
）

労
働
法
Ⅲ
（
実
務
）

租
税
法
Ⅰ
（
基
礎
理
論
・
個
人
課
税
）

租
税
法
Ⅱ
（
企
業
課
税
）

環
境
法
Ⅰ
（
総
論
）

国
際
租
税
法

事
業
再
生
法

４
群
特
講
Ⅱ
＠
企
業
内
法
務
の
実
務

４
群
特
講
Ⅱ
＠
企
業
法
務

1
)企
業
内
法
務
部
門
勤
務
の
経
験
が
な
い
者

2
)原
則
と
し
て
研
修
所
修
了
後
5
年
内
の
者
に
限
る
。
な
お

受
講
者
の
担
当
業
務
等
が
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
担
当
案

件
等
と
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
る
場
合
に
は
当
該
回
に
限
り
受

講
を
ご
遠
慮
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

2
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中央大学法科大学院

関係する授業科目 単位数

1 公共政策 行政法基礎 1

自治体ローヤリング 2

実務行政訴訟Ⅰ（基礎） 2

実務行政訴訟Ⅱ（応用） 2

４群特講Ⅰ＠地方公務員法（仮称）＊ 1

2 企業内法務 ４群特講Ⅱ＠企業内法務の実務 2

４群特講Ⅱ＠企業法務 2

４群特講Ⅱ＠企業金融と法＊ 2

他の４分野から受講者の関連分野で関心のある科目２単位 2

3 労働法 労働法Ⅰ（基礎） 2

労働法Ⅱ（応用） 2

労働法Ⅲ（実務） 2

4 租税法 租税法Ⅰ（基礎理論・個人課税） 2

租税法Ⅱ（企業課税） 2

国際租税法 2

5 経済法 経済法Ⅰ（基礎） 2

経済法Ⅱ（応用）＊ 2

経済法Ⅲ（独占禁止手続法） 2

４群特講Ⅱ＠不公正な取引方法の事例研究 2

分野名

※コース科目修了認定証（仮称）対象科目一覧（予定）

＊の科目は、2015年度前期開講予定科目のため、2014年度後期に履修はできません。

コース科目修了認定要件としては、希望分野の中から6単位を修得することを予定しています。
ただし，2企業内法務については、企業内法務分野から4単位、1・3・4・5のいずれかの分野から2単位を
修得することになります。

9 / 9


	大貫教授意見修正反映（20140917最終）.pdf
	★第５回自治体分科会（大貫委員提出資料）.pdf
	00 第５回自治体分科会（有識者意見（大貫委員））.pdf
	01 ２０１４年度中央大学法科大学院科目等履修生募集要項.pdf
	02 ２０１４年度後期 中央大学法科大学院科目等履修生　履修可能科目および単位数.pdf
	03 コース科目修了認定証（仮称）対象科目一覧（予定）.pdf
	空白ページ




